
         平成 26 年 12 月３日 

 
インターネットバンキングをご利用のお客さまへ 

 
       東春信用金庫 

 
 

インターネットバンキングによる身に覚えのない支払の発生について 

 
今般、個人および法人のインターネットバンキングのお客さまにおいて、ID

とパスワードを何らかの方法により搾取され、身に覚えのない支払が他信用金

庫において発生しております。被害は個人においては、ワンタイムパスワード

未利用であり、法人においては、電子証明書未利用のお客さまで発生しており

ます。 
当金庫においては、先月より、ワンタイムパスワードおよび電子証明書を採

用しておりますので、是非ともこれらをご利用されたく強くお願いいたします。 

 
また、コンピュータウィルスによる情報流失を防止するために、セキュリテ

ィ対策ソフトの導入および OS・ブラウザを最新の状態にする等の対策を実施い

ただくようかさねてお願いいたします。 

 
 
「インターネットバンキング  ワンタイムパスワードのご案内」 

 http://www.toshun.co.jp/ibk/onetime_pass.htm 

 

「電子証明書のご案内」 

http://www.toshun.co.jp/ibk/digital_certificate.htm 
 
                            以 上 


